
大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要領 

                               制定 平成 25年 4月 1日 

 

１ 趣旨 

  この要領は、大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱第９の規定に基づき、大阪

市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金の支給について必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 市長が市の実情に応じて認める講座の基準 

（１）教育訓練施設の基準 

ア 当該教育訓練を継続的に安定して遂行する能力を有するものであること。 

イ 当該教育訓練を適切に実施するための組織、設備等を有するものであること。 

ウ 本制度の適正な実施に協力できるものであること。 

（２）教育訓練講座の基準 

ア 母子家庭の母又は父子家庭の父（以下「ひとり親」という。）の就業の促進、職業能力の

開発・向上に資する教育訓練であって、地域の労働力需給の状況等に鑑み、雇用の安定及び

就職の促進を図るために必要な教育訓練と認められるものであること。 

イ 教育訓練の課程が適切に編成され、当該教育訓練の期間及び時間が、当該教育訓練を適正

に実施するために通常必要なものと認められるものであること。 

ウ 当該講座について、適切に指導することができる指導者を有すると認められること。 

エ 当該講座の教材が、当該講座の内容等に照らし、適正であること。 

オ 当該教育訓練に係る受講料その他受講者の納入すべき費用が、当該講座を運営するため必

要な範囲内で合理的に算定した額であること。 

カ 受講希望者に対し、当該講座に係る教育訓練目標、内容、修了認定基準等を明示している

こと。 

 

３ 対象講座指定申請書の審査に係る留意事項 

大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金受講対象講座指定申請書に記載された講座の受

講開始日及び受講期間については、教育訓練施設の講座案内書などで確認すること。 

  なお、雇用保険制度の教育訓練給付の対象講座の指定については、4月 1日及び 10月 1日の年

2回行われていることから、4月 1日及び 10月 1日直後に講座を指定する場合は、留意すること。 

  また、受給要件の審査に関しては、大阪市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金支給要綱に基

づいて、事前相談を実施し、受講の必要性について十分把握することとされているが、対象講座

の指定後においても、受講中に生活や子育ての状況も変化する場合等があるため、その点も十分

留意して相談に当たり、丁寧な説明を心がけるとともに、生活支援、就業支援等のメニューを適

切に組み合わせて支援できるよう、寄り添い型の支援を行うこと。 

また、支給単位期間（雇用保険法施行規則第 101条の２の 12第４項に規定する支給単位期間

をいう。）ごとの支給（６か月ごとの支給）を実施する場合は、受給者本人から、教育訓練機関

に対し、予め訓練給付金等を受給するため支給単位期間ごとに受講証明書の発行が必要である旨



申し出るよう促すこと。 

 

４ 支給額算定に係る留意事項 

  訓練給付金の支給額は、支給対象者が対象教育訓練の受講のために支払った費用（以下「教育

訓練経費」という。）に基づき算定することとなるが、この算定については、次の事項に留意の

うえ行うものとする。 

（１）教育訓練経費の対象は、教育訓練施設の長が証明する教育訓練施設に対して支払われた入学

料（対象教育訓練の受講の開始に際し、当該教育訓練施設に納付する入学金又は登録料）、受

講料（受講に際して支払った受講費、教科書代及び教材費（受講に必要なソフトウェア等補助

教材費を含む。））及び上記経費の消費税とすること。 

（２）教育訓練経費の対象除外経費は、次の経費とすること。 

  ア その他の検定試験の受験料 

  イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費 

  ウ 教育訓練の補講費 

  エ 教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用 

  オ 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用 

  カ 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の機材の購入費等 

（３）算定した支給額に端数が生じた場合、小数点以下を切り捨てて整数とすること。 

（４）教育訓練に係る入学料及び受講料を一括払いで支払った場合又は分割払いで支払った場合等

のいずれの場合でも、受講者が支払った費用として教育訓練施設の長が証明する額を対象とす

ること。 

（５）クレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合の、クレジット会

社に対する分割払い手数料（金利）は教育訓練経費に該当しないこと。 

（６）訓練給付金の支給を受けようとする者が支給申請時点で教育訓練施設に対して未納となって

いる入学料又は受講料は対象とならないこと。（クレジット会社を介してクレジット契約が成

立している場合を除く。） 

（７）雇用保険法による一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金もしくは専門実践教育

訓練給付金（以下「教育訓練給付金」という。）の受給資格のある者については、教育訓練給

付金の支給額を差し引いた額を支給することになっているので、自立支援教育訓練給付金支給

申請書の教育訓練給付金の受給額及びそれを確認する書類「教育訓練給付金支給・不支給決定

通知書」を確認すること。 

（８）教育訓練給付金の受給資格があるにもかかわらず、申請していない者には、まず本人の住所

を所管するハローワークに支給申請手続きを行う必要があるので、対象者には申請手続きの案

内を行うこと。 

（９）事業主などが支給対象者に対して教育訓練の受講手当などを支給する場合は、その手当が明

らかに入学料又は受講料以外に充てられる額を除き、当該手当を教育訓練経費から減額するこ

と。また、教育訓練施設等が実施する割引制度を利用した場合は、割引後の額を教育訓練経費

とすること。 

 



５ 教育訓練の受講開始日及び受講修了日について 

（１）受講開始日 

   受講開始日は、通学制の場合は対象教育訓練の所定開講日（必ずしも本人の出席第１日目と

は限らない）、通信制（通信制に準ずるものを含む。）教育訓練の場合は受講申し込み後はじめ

て教育訓練施設が教材の発送等を行った日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日

とすること。 

（２）受講修了日 

   受講修了日は、教育訓練施設の長が、受講者の受講実績等、修了認定基準に基づいて受講者

の教育訓練修了を証明する日とすること。 

 

６ 教育訓練修了証明書及び教育訓練経費に係る領収書について 

（１）教育訓練修了証明書 

   教育訓練施設の長が、その施設の修了認定基準に基づいて、受講者の教育訓練の修了を認定

した場合に発行されるものとすること。なお、記載事項について訂正のある場合、教育訓練施

設の長の訂正印のないものは無効とする。 

（２）教育訓練に係る領収書 

   教育訓練施設の長が、受講者本人が支払った教育訓練経費について発行した領収書とする。

なお、受講者がクレジットカードの利用等クレジット会社を介して支払う契約を行った場合は、

クレジット契約証明書（クレジット伝票の受講者用控に教育訓練施設が必要事項を付記したも

のを含む。）とすること。 

（３）領収書（又はクレジット契約証明書）には、次の事項が記載されていることを確認すること。 

ア 教育訓練施設の名称 

イ 教育訓練講座名 

ウ 受講者（支払者）氏名 

エ 領収額（又はクレジット契約額） 

オ 領収額の内訳（入学料と受講料のそれぞれの額） 

カ 領収日（又はクレジット契約日） 

キ 領収印 

（４）領収書に訂正のある場合、教育訓練施設の長の訂正印のないものは無効であること。 

（５）教育訓練経費に係る領収書については、確認後、本人に返却すること。ただし、必要に応じ

て本人了承の上で写しを取っておくこと。 

 

７ 教育訓練の修了後、資格を生かした就職等をしたことの確認について 

（１）資格取得等したことの確認について 

取得した資格が、受講対象指定講座で取得を目的としていた専門資格と相違ないか確認する

こと。 

（２）就職状況等の確認について 

雇用されている場合は、「自立支援教育訓練給付金申請書（追加支給用）」による事業主の証

明による確認のほか、雇用証明書、給料等支払明細書もしくは受給者が加入している健康保険



証（国民健康保険は除く。）等で就職等した日及びその事実が証明できる場合は、その写しの

提出をもって確認することとして差し支えないこと。自営業の場合は、自営業従事申告書（任

意様式）及び必要に応じて、確定申告書の写し、開業届出済証明書の写しもしくはその他自営

業の内容が確認できる書類等を提出させること。 

 

８ 教育訓練費の支給については、支給決定を受けた本人の普通預金口座への口座振込みによって

行うものとする。 

 

９ 自立支援教育訓練給付金への公課禁止について 

  母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31 条の４の規定により、平成 26 年 10 月１日以降に受講を

修了し、支給を受けた自立支援教育訓練給付金については、非課税となることから、その取扱い

に留意すること。 

 

 

附則 

この要領は、平成 25年４月 1日から実施する。 

この要領は、平成 26年 10月 1日から施行する。 

この要領は、平成 29年４月 1日から施行する。 

この要領は、令和元年５月 17日から施行し、平成 31年４月１日から適用する。 

この要領は、令和７年６月２日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 


